
証券コード 135A
2026年５月13日

（電子提供措置の開始日2026年５月１日）
株 主 各 位

東 京 都 中 央 区 晴 海 １ 丁 目 ８ 番 10 号
株式会社ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ

代表取締役社長 南 塲 勇 佑

第６回 定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のことと拝察申し上げます。
さて、当社第６回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますよう

ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第６回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト
https://vrain.co.jp/ir/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東京証券取引所（東証上場会社情報サービス）ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧
書類／ＰＲ情報」を順に選択の上、ご覧ください。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手
数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討の上、同封の議決権行使書用紙に
賛否をご表示いただき、2026年５月27日（水曜日）17時45分までに到着するようご送付くだ
さいますようお願い申し上げます。

敬 具
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記
１. 日 時 2026年５月28日（木曜日）10時00分（受付開始 ９時30分）
２. 場 所 東京都千代田区丸の内１丁目８番２号

鉃鋼ビルディング 南館４階
３. 目的事項

報告事項 第６期（2025年３月１日から2026年２月28日まで）事業報告及び計算書類
の内容報告の件

決議事項
議 案 取締役５名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（お願い）当日ご出席の際は、お手数ながら、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお

願い申し上げます。
紙資源節約のため、本招集通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り
扱わせていただきます。
電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていた
だきます。
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 取締役５名選任の件
取締役全員（５名）が本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役５名の選任を

お願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所 有 す る
当 社 の
株 式 の 数

１
南
な ん ば ゆ う す け

塲 勇 佑
（1992年８月６日）

2016年４月 株式会社キーエンス 入社
2018年10月 エムスリー株式会社 入社
2019年２月 株式会社ゼットウィル設立 代表取締役
2019年７月 株式会社ＳＴＡＮＤＡＲＤ 執行役員
2020年３月 当社設立 代表取締役社長（現任）
2021年10月 合同会社Ｙ＆Ｎ設立 代表社員（現任）

6,787,900株

【重任】 取締役会出席回数 14回／14回

２
荻
お ぎ も と な る き

本 成 基
（1998年10月19日）

2020年４月 当社 入社
2020年12月 当社 取締役
2021年３月 当社 取締役技術開発部部長
2022年５月 当社 取締役ＤＸ事業開発部部長（現任）

99,000株

【重任】 取締役会出席回数 14回／14回

３
菊
き く ち よ し ひ ろ

地 佳 宏
（1985年２月27日）

2007年４月 株式会社みずほ銀行 入行
2021年１月 当社 入社
2022年５月 当社 取締役コーポレート部部長（現任）

99,000株

【重任】 取締役会出席回数 14回／14回
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所 有 す る
当 社 の
株 式 の 数

４
山
や ま だ い く お

田 郁 生
（1982年１月11日）

2006年４月 株式会社キーエンス 入社
2021年７月 当社 入社
2021年８月 当社 技術開発部部長
2022年５月 当社 取締役技術開発部部長（現任）

99,000株

【重任】 取締役会出席回数 14回／14回

５

北
き た だ し ん じ

田 眞 治
（1958年11月21日）

1982年４月 トヨタ自動車販売株式会社
（現トヨタ自動車株式会社） 入社

2011年４月 同社 常務役員
トヨタ自動車（中国）投資有限会社 取締役
社長

2017年４月 プライムアースＥＶエナジー株式会社（現ト
ヨタバッテリー株式会社) 入社

2017年６月 同社 代表取締役副社長
2019年６月 同社 代表取締役社長
2022年６月 同社 エグゼクティブ・アドバイザー
2022年12月 当社 社外取締役（現任）

−

【重任】社外取締役 独立役員 取締役会出席回数 14回／14回

＜社外取締役候補者とした理由及び期待される役割＞
自動車業界にて長年にわたり事業運営に携わっており、高度な知見・経験を有し、社長としての経
営経験もあることから、当社の企業価値向上に向けて存分に力を発揮いただけるとの判断から、選
任をお願いするものであります。

（注）１．取締役候補者南塲勇佑氏は、会社法第２条第４号の２に定める親会社等であります。
２．各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
３．取締役候補者南塲勇佑氏の所有する当社の株式の数は、同氏が実質的に支配している会社が保有する

株式の数を含めております。
４．取締役候補者のうち、北田眞治氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の候補者であります。
５．北田眞治氏の社外取締役就任年数は、本総会終結の時をもって３年５ヶ月です。
６．当社は、取締役候補者北田眞治氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
７．業務執行取締役等でない取締役との責任限定契約について

当社と社外取締役１名は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責
任を法令の定める限度までに限定する契約を締結しております。なお、当該責任限定が認められるの
は、職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

以 上
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事 業 報 告
（2025

2026
年
年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで）

１．会社の現況に関する事項
（1）事業の経過及び成果

① 事業の状況
当社は、「モノづくりのあり方を変え、世界を変えていく」ことをミッションに掲げ、

製造業界向けに、ＡＩ技術及びＩｏＴ技術等の新しい技術を活用したサービスを提供して
おります。
当事業年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善、日米交渉の合意による関税

措置の不確実性の後退等により、景気は緩やかに回復してまいりました。一方で、物価上
昇による個人消費の弱さや地政学リスクの高まりにより、先行きが不透明な状況が続いて
おります。
当社がサービスを提供する製造業界においては、企業の設備投資意欲は底堅く、少子高

齢化や人口減少を背景とした将来の労働生産性の向上を目的とした既存システムの刷新や
ＤＸの推進によるＩＴ投資の動きが見られます。
このような経営環境の中、当社は、製造業の品質検査における労働集約型の作業や従来

の製品に代わる手段として、ＡＩを活用した画像検査システム「Phoenix Vision/Eye」
の提供及び製造業の生産工程における自動化を推進するＤＸコンサルティングサービスを
提供しております。
当事業年度では、本社移転拡張に伴う社員増加への対応や、カスタマーサポート専門部

署の始動による既存顧客フォロー体制の強化を進めました。また、ＡＩ技術とＸ線検査技
術を融合した新製品「PX-1000N」をリリースし、内観検査分野への展開を開始しまし
た。さらに、展示会への出展によるリード獲得の強化、海外テストマーケティングの実
施、営業所の開設（仙台、札幌）、積極的な採用活動などを通じ、成長戦略に基づき社内
基盤の拡充と営業体制の強化を図っております。その結果、導入実績のある業界における
同業他社からの受注獲得や、国内全工場を対象とした製品品質向上を目的とする大型プロ
ジェクトにおいてパートナー企業に選定されるなど、事業は順調に拡大しております。
この結果、累計取引社数が337社となり、当事業年度においては、売上高3,278百万円

（前期比52.9％増）、営業利益914百万円（前期比53.8％増）、経常利益912百万円（前期
比53.3％増）、当期純利益652百万円（前期比53.4％増）となりました。当事業年度末の
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受注残高は、1,269百万円となります。
なお、当社は製造業ＤＸ事業の単一セグメントであるため、セグメント毎の記載はして

おりません。

② 設備投資の状況
当事業年度における設備投資の総額は102百万円となりました。主なものは、営業所の

開設、工場の開設及びパソコン等備品の取得によるものであります。

（2）対処すべき課題
当社では、今後のさらなる成長を実現する上で、以下の事項を経営課題として重視してお

ります。

① 収益基盤の構築・強化への取り組み
当社が対面する製造業界は、内閣府が公表する「国民経済計算（ＧＤＰ統計）」によれ

ば、市場規模119兆円と我が国の国内総生産の18.8％を占める巨大な市場規模です(内閣
府「2024年度（令和６年度）国民経済計算年次推計」、2025年12月）。一方で、少子高
齢化の影響によって労働人口が減少していることから、現状の市場規模を維持するには、
人手不足が課題になると想定しています。外部統計データによれば、生産性向上・コスト
効率化に繋がるデジタル投資は高い水準が見込まれています（工場デジタル化市場規模
2024年度（見込）：１兆8,420億円→2030年度(予測)：2兆1,800億円。出典：㈱矢野経
済研究所「工場デジタル化市場に関する調査を実施（2025年）」（2025年４月30日発表）
より引用）。
一方で、JILPT（独立行政法人労働政策研究・研修機構）が2023年12月に公表した

「ものづくり産業のデジタル技術活用と人材確保・育成に関する調査結果」によれば、デ
ジタル技術活用の課題は、企業の活用状況を問わず共通しています。具体的には、「導入
ノウハウの不足」「先導的役割を果たす人材の不足」「予算の不足」の3項目が回答の大部
分を占める結果となりました。
以上のことから、当社では、製造業における生産性向上や労働人口減少への対応として

ＤＸ投資が進むと考えつつ、社内にデジタル化のノウハウを持つ人材が不足しているた
め、ＤＸ化が想定以上に進まない可能性もあると認識しております。
当社は、ＡＩシステムの販売及びＤＸコンサルティングを通じて、製造現場ごとのニー
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ズに即したハードウェアとソフトウェアを提供し、製造業の課題解決とＤＸの推進を図る
ことで、製造業の競争力強化に貢献してまいります。

② 営業体制の強化
当社の持続的成長には、優秀な営業人材の採用と育成が欠かせません。採用において

は、製造業に必要な専門知識又は優れた営業力を有し、当社の理念に共感する人材を発掘
し、今後もその方針に基づいた採用活動を継続してまいります。教育面では、入社時の研
修に加え、定期的な勉強会や営業活動を通じた気づきの共有を行い、業界知見を高め、営
業力の強化を図ってまいります。

③ 製品開発力・技術力の向上及び開発体制の強化
当社の事業領域においては、顧客の要求水準が高く、それに応えるための高い技術力及

び製品を開発することが求められます。これらの実現のために、優秀な技術者の確保及び
最新技術をキャッチアップする体制の構築を図ってまいります。

④ 内部管理体制の強化
当社は、さらなる事業拡大を推進し、企業価値を向上させるためには、効率的なオペレ

ーション体制を基盤としながら、内部管理体制を強化していくことが重要な課題であると
認識しており、社内研修の実施等コンプライアンス体制及び内部統制の充実・強化を図っ
てまいります。
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（3）財産及び損益の状況の推移

区 分 第 ３ 期
（2023年２月期）

第 ４ 期
（2024年２月期）

第 ５ 期
（2025年２月期）

第 ６ 期
（2026年２月期）

売 上 高（百万円） 617 1,411 2,144 3,278

当 期 純 利 益（百万円） 49 330 425 652

１株当たり当期純利益 （円） 5.04 33.33 42.04 63.95

総 資 産（百万円） 341 1,449 1,873 3,215

純 資 産（百万円） 89 997 1,422 2,086

１株当たり純資産 （円） 9.01 98.62 140.66 203.42
（注）当社は、2023年12月８日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っておりますが、第３

期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産を算定して
おります。

（4）主要な事業内容
当社は製造業ＤＸ事業の単一セグメントです。

（5）事業所の状況
名 称 所 在 地

本 社 東京都中央区

大阪営業所 大阪府大阪市

名古屋営業所 愛知県名古屋市

仙台営業所 宮城県仙台市

札幌営業所 北海道札幌市
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（6）使用人の状況
従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

138 名 ＋41 名 38.1歳 1.0年

（注）１．当社は、臨時従業員を有しておりません。
２．当社は製造業ＤＸ事業の単一セグメントであるため、セグメント毎の記載はしておりません。
３．従業員が前期末と比較して増加した主な理由は、ＡＩシステムのカスタマーサポート部門を担う人材

を採用したためであります。

（7）主要な借入先の状況
借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 200百万円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 200百万円

（8）剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、獲得した資金を事業基盤の確立や製品開発への投資に充て、さらなる事業拡大を

目指しています。そのため、利益獲得と実行力のある体制を整備し、内部留保を充実させる
ことが重要と考え、創業以来配当を実施しておりません。

株主に対する利益還元については経営の最重要課題の一つとして位置付けておりますが、
事業拡大を目指し投資を行うことが、将来の安定的かつ継続的な利益還元に繋がるものと考
えていることから、現時点では配当実施の可能性及びその実施時期等は未定であります。

（9）その他会社の現況に関する重要な事項
当社は、2025年５月19日付をもって、本社を東京都中央区晴海１丁目８番10号に移転

いたしました。
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２．会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 39,000,000株
（2）発行済株式の総数 10,256,000株

（注）新株予約権の行使により発行済株式の総数が146,000株増加しております。
（3）株主数 6,031名
（4）上位10名の株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

合同会社Ｙ＆Ｎ 3,860,000株 37.63％

南塲 勇佑 2,927,900株 28.54％
楽天証券株式会社共有口 221,400株 2.15％
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 161,900株 1.57％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 152,600株 1.48％

白川 則雄 130,000株 1.26％

ジャフコＳＶ６投資事業有限責任組合 99,500株 0.97％

荻本 成基 99,000株 0.96％

菊地 佳宏 99,000株 0.96％

山田 郁生 99,000株 0.96％
（注）自己株式は保有しておりません。
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３．会社役員の状況
（1）取締役及び監査役の状況
会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 南 塲 勇 佑 合同会社Ｙ＆Ｎ代表社員

取 締 役 荻 本 成 基 ＤＸ事業開発部部長

取 締 役 菊 地 佳 宏 コーポレート部部長

取 締 役 山 田 郁 生 技術開発部部長

取 締 役 北 田 眞 治

常 勤 監 査 役 家 城 德 彦

監 査 役 原 川 裕 一 原川公認会計士事務所代表、株式会社フォーバリー代表取締役、エバー
リッジ株式会社監査役

監 査 役 木 村 昌 則 木村・古賀法律事務所
（注）１．取締役北田眞治氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．常勤監査役家城德彦氏及び監査役原川裕一氏並びに木村昌則氏は、会社法第２条第16号に定める社外
監査役であります。

３．監査役原川裕一氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有す
るものであります。

４．監査役木村昌則氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有するものであり
ます。

５．当社は、取締役北田眞治氏、監査役家城德彦氏、原川裕一氏及び木村昌則氏を株式会社東京証券取引
所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

（2）責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役１名及び社外監査役３名は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同

法第423条第１項の損害賠償責任を法令の定める限度までに限定する契約を締結しておりま
す。なお、当該責任限定が認められるのは、職務の遂行について善意でかつ重大な過失がな
いときに限られます。
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（3）取締役及び監査役の報酬等の総額等
① 取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、株主総会で決議された報酬限度額
の範囲内で報酬等に関する諸規定に基づき作成した報酬案を取締役会に諮り、独立役員
からの意見を踏まえつつ決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、
取締役会も決定方針に沿うものであると判断しております。

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2023年12月８日開催の臨時株主総会において、年額300百万
円以内(決議時の取締役の員数５名)と決議されております。監査役の報酬限度額は、
2023年12月８日開催の臨時株主総会において、年額30百万円以内(決議時の監査役の
員数３名)と決議されております。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会が決定しており、該当事項はありません。

④ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（人）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取 締 役
（うち社外取締役）

62
（３）

62
（３）

ー
（ー）

ー
（ー）

5
(１)

監 査 役
（うち社外監査役）

10
（10）

10
（10）

ー
（ー）

ー
（ー）

3
(３)

⑤ 業績連動報酬等に関する事項
取締役の報酬等には業績連動報酬制度は採用しておらず、基本報酬のみの支給としてい
ます。なお、業務執行から独立した立場にある社外取締役及び監査役の報酬等には、業
績連動報酬は相応しくないため、基本報酬のみの支給としています。
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（4）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先と当社との関係

該当事項はありません。

② 主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

③ 社外役員の主な活動状況
区 分 氏 名 主な活動状況

取 締 役 北 田 眞 治 当事業年度に開催された全ての取締役会に出席し必要に応じ、事業会社での
豊富な経験から、当社の適正な業務運営に資する発言を行っております。

常勤監査役 家 城 德 彦
当事業年度に開催された全ての取締役会に出席し必要に応じ、金融機関及び
事業会社での豊富な経験から、当社の適正な業務運営に資する発言を行って
おります。当事業年度に開催された全ての監査役会に出席し、重要事項の審
議、監査役間の情報共有及び意見交換を行っております。

監 査 役 原 川 裕 一
当事業年度に開催された全ての取締役会に出席し必要に応じ、公認会計士と
しての専門的見地から、当社の適正な業務運営に資する発言を行っておりま
す。当事業年度に開催された全ての監査役会に出席し、重要事項の審議、監
査役間の情報共有及び意見交換を行っております。

監 査 役 木 村 昌 則
当事業年度に開催された全ての取締役会に出席し必要に応じ、弁護士として
の専門的見地から、当社の適正な業務運営に資する発言を行っております。
当事業年度に開催された全ての監査役会に出席し、重要事項の審議、監査役
間の情報共有及び意見交換を行っております。
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４．会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の名称

監査法人Ａ＆Ａパートナーズ

（2）報酬等の額
支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 22百万円
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の

監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人
の報酬見積りの算出根拠等を確認、検討した結果によるものです。

（3）会計監査人の解任又は不再任の決定方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場

合は、会計監査人の解任又は不再任を検討し、会社法第340条第１項各号のいずれかに該当
すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
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５．会社の体制及び方針
（1）業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

当社は、取締役会において「内部統制システムの基本方針」を定め、体制作りと整備を図
っております。

イ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(イ)取締役の職務執行を監督する取締役会及び監査する権限を持つ監査役会を設置し、社

外取締役及び社外監査役を選任することにより、取締役の職務の執行について厳正な
監視を行い、取締役の職務の執行が法令、定款及び社内規程に適合することを確保し
ます。

(ロ)リスク・コンプライアンス委員会を設置し、取締役及び使用人が法令、定款及び企業
倫理を遵守するように努めます。

(ハ)法令、定款に違反する行為が行われ、また、行われようとしている場合の報告体制と
して、社内通報窓口を設置しております。

(ニ)適法・適正な業務運営が行われていることを確認するため、執行部門から独立した内
部監査実施者による内部監査を実施します。

ロ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報は、社内規程の定めの他、法令・定款に従い適切に保管・
管理する体制を構築します。

ハ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
損失の危機の管理に関する体制は、リスク・コンプライアンス委員会において、リスクの
認識・評価・予防策・対応策の検討及び実施を行います。また、必要に応じて各部門の担
当者をリスク・コンプライアンス委員会に出席させ、リスクの識別と評価に関して報告を
実施します。リスク・コンプライアンス委員会は、リスク管理・コンプライアンス違反行
為又はその恐れが生じた場合、その対応を取締役会に報告します。

ニ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(イ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、原則毎月１回の定時取

締役会の開催の他、必要に応じて随時開催する臨時取締役会を開催することにより、
業務執行に関わる意思決定を行います。

(ロ)業務執行に関しては、社内規程により権限と責任を定めており、必要に応じて随時見
直しを行います。
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ホ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る事項
(イ)監査役会又は監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、必要

な人員を配置します。
(ロ)監査役を補助する使用人の独立性を確保するために、監査役を補助する使用人の人事

異動、人事評価、懲戒に関しては、監査役会の同意を得るものとします。
(ハ)監査を補助する使用人に対する監査役からの指示は、取締役及びその他の使用人から

の指揮命令を受けないこととします。

ヘ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(イ)監査役は、取締役会等の重要会議に出席して重要事項等の報告を受けます。
(ロ)取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは

直ちに監査役に報告するものとします。

ト 監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
保するための体制
(イ)内部通報制度規程に基づく通報又は監査役に対する報告をしたことを理由として、取

締役及び使用人に対し不利益な取り扱いを行いません。
(ロ)前項の内容を当社の取締役及び使用人に周知徹底します。

チ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行
について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当
該請求に係る費用が監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、会社が支
払うものとします。

リ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(イ)監査役は、代表取締役社長と定期的に会合を持ち、代表取締役社長の経営方針を確か

めるとともに、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査役が監査
を通じて気付いた重要な点や監査の実効性を高めるための要望等について意見を交換
し、代表取締役社長との相互認識と信頼関係を深めるよう努めます。

(ロ)監査役は定期的に会計監査人、内部監査実施者と協議の場を設け、実効的な監査を行
うための情報交換を行うものとします。
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ヌ 財務報告の信頼性を確保するための体制
(イ)財務報告の信頼性を確保するために、内部統制システムの整備を経営上の最重要事項

の一つとして位置付け財務報告の信頼性確保を推進します。
(ロ)内部統制が有効に機能する体制構築を図り、財務報告における虚偽記載リスクを低減

し、未然に防ぐように管理します。
(ハ)必要に応じて、金融商品取引法等の関連法令との適合性を考慮した上で、諸規程を整

備及び運用します。

ル 反社会的勢力を排除するための体制
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは決して関わりを持たず、
不当な要求に対しては弁護士や警察等とも連携し毅然とした姿勢で対応します。

（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当事業年度における運用状況は、以下のとおりであります。

イ 内部統制
内部統制システム全般において、当社の内部監査人が整備及び運用状況をモニタリング
し、必要に応じて改善しております。

ロ コンプライアンス
役員及び従業員に対し必要なコンプライアンス研修を行い、法令及び定款並びに諸規程を
遵守するための取り組みを実施しております。また、当社は相談・通報が可能な内部通報
制度を設けており、コンプライアンスの実効性の向上に努めております。

ハ リスク管理体制
リスク・コンプライアンス委員会において、全出席者が、各部室からの報告内容について
確認し、リスク管理の徹底に努めております。

ニ 内部監査
内部監査計画に基づき、内部監査を実施しております。
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貸 借 対 照 表
（2026年２月28日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 2,747 流 動 負 債 1,129

現 金 及 び 預 金 427 買 掛 金 160
売掛金及び契約資産 1,957 短 期 借 入 金 400
商 品 及 び 製 品 17 未 払 金 61
仕 掛 品 10 未 払 費 用 221
原 材 料 179 契 約 負 債 0
前 払 金 70 未 払 消 費 税 等 39
前 払 費 用 82 未 払 法 人 税 等 202
そ の 他 2 そ の 他 42

固 定 資 産 468
有 形 固 定 資 産 130 負 債 合 計 1,129
建 物 69 純 資 産 の 部
車 両 運 搬 具 14 株 主 資 本 2,086
工 具 器 具 備 品 43 資 本 金 16
建 設 仮 勘 定 1 資 本 剰 余 金 583

無 形 固 定 資 産 2 資 本 準 備 金 294
ソ フ ト ウ エ ア 2 そ の 他 資 本 剰 余 金 288

投資その他の資産 335 利 益 剰 余 金 1,486
敷 金 175 そ の 他 利 益 剰 余 金 1,486
長 期 前 払 費 用 77 繰 越 利 益 剰 余 金 1,486
繰 延 税 金 資 産 82
そ の 他 0 純 資 産 合 計 2,086

資 産 合 計 3,215 負 債 ・ 純 資 産 合 計 3,215
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損 益 計 算 書
（2025

2026
年
年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 3,278

売 上 原 価 692

売 上 総 利 益 2,585
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,670

営 業 利 益 914

営 業 外 収 益
受 取 利 息 0
助 成 金 収 入 0

そ の 他 0 0

営 業 外 費 用

支 払 利 息 2

そ の 他 0 3

経 常 利 益 912

税 引 前 当 期 純 利 益 912

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 300

法 人 税 等 調 整 額 △39 260

当 期 純 利 益 652
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株主資本等変動計算書
（2025

2026
年
年

３
２

月
月

１
28

日から
日まで）

（単位：百万円）
株 主 資 本

純資産合計
資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

株主資本
合 計資 本

準 備 金
そ の 他
資 本
剰 余 金

資 本
剰 余 金
合 計

そ の 他
利 益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 10 288 288 577 834 834 1,422 1,422

当 期 変 動 額

新株の発行(新株予約権の行使) 6 6 6 − 12 12

当 期 純 利 益 − 652 652 652 652

当 期 変 動 額 合 計 6 6 − 6 652 652 664 664

当 期 末 残 高 16 294 288 583 1,486 1,486 2,086 2,086
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2026年４月22日

株式会社ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ
取締役会 御中

監査法人Ａ＆Ａパートナーズ
東京都中央区

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 三浦 英樹
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 上條 昌宏

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＶＲＡＩＮＳｏｌｕｔｉｏｎの

2025年３月１日から2026年２月28日までの第６期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につい
て監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
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当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年３月１日から2026年２月28日までの第６期事業年度における取締役の職務の執
行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報
告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査人その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと
もに、以下の方法で監査を実施いたしました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を
調査いたしました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項
及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている
体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定
期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備し
ている旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人監査法人Ａ＆Ａパートナーズの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年４月23日

株式会社ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ 監査役会
常勤監査役（社外監査役） 家 城 德 彦
社外監査役 原 川 裕 一
社外監査役 木 村 昌 則

以 上
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株主総会会場ご案内図

会 場
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鉃鋼ビルディング 南館４階
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電子提供措置の開始日2026年５月１日

第６回定時株主総会
その他の電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

個 別 注 記 表

株式会社ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ
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個 別 注 記 表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は、原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
(1)製品 移動平均法
(2)原材料 移動平均法
(3)仕掛品 個別法

2. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、建物については、定額法を採用

しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ３〜15年
車両運搬具 ２〜６年
工具器具備品 ２〜10年

無形固定資産 定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
ソフトウェア（自社利用分） ５年

3. 引当金の計上基準
貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等については個別に回収可能性を検討し、回
収不能額を計上しております。なお、当事業年度においては、貸倒実
績はなく、また貸倒懸念債権もないため、貸倒引当金を計上しており
ません。

4. 重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当

該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
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(1) ＡＩシステム
ＡＩシステムにおいては、主にＡＩ外観検査システム「Phoenix Vision/Eye」及び撮像機

器等の開発・販売、並びにＡＩ外観検査システム導入に伴う顧客の製造ラインの構築を行って
おります。当該履行義務の充足する時点について、ＡＩ外観検査システム等の販売について
は、顧客が検収した時点で収益を認識しております。顧客の製造ラインの構築については、納
期までに時間を要することから、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義
務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度を合理
的に見積もることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが
見込まれる場合には、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができる時まで、
原価回収基準により収益を認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の測定は、
主として各報告期間の期末日までに発生した原価の見積原価総額に占める割合に基づいて行っ
ております。また、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点
までの期間がごく短い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認
識せず、役務の提供や成果物の納品等、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しており
ます。

(2) ＤＸコンサルティング
ＤＸコンサルティングにおいては、主に当社コンサルタントが顧客のＤＸプロジェクトに対

して、課題設定フェーズから運用フェーズまでプロジェクト全体に関与することにより、顧客
の課題解決を支援しております。当該コンサルティングは、契約期間にわたり均一のサービス
を提供するものであるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、サービ
スを提供する期間にわたり収益を認識しております。

（会計上の見積りに関する注記）
一定期間にわたり履行義務が充足される収益認識
ＡＩシステム
①当事業年度の計算書類に計上した金額

売上高 1,631百万円

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
顧客の製造ラインの構築を対象として、当事業年度末までに発生した原価の見積原価総額に

占める割合により算出した進捗率により売上高を計上しております。
原価総額の見積りの前提条件は必要に応じて見直しを行い、変更があった場合にはその影響

額が信頼性をもって見積ることが可能となった事業年度に認識しております。また、見積原価
総額については継続的に現況を踏まえ見直しを実施しておりますが、将来原価総額の見積りの
前提条件の変更等（仕様変更や機能追加等）により当初見積りの変更が発生する可能性があ
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り、翌事業年度に係る計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性がありま
す。

（貸借対照表に関する注記）
１．有形固定資産の減価償却累計額 120百万円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
１．当事業年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 10,256,000株

２．当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
該当事項はありません。

３．配当に関する事項
該当事項はありません。

４．当事業年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的と
なる株式の種類及び数
普通株式 52,000株
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（税効果会計に関する注記）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払費用 50百万円
減価償却超過額 3
敷金償却 4
未払事業税 21
その他 1

繰延税金資産小計 82
評価性引当額 −
繰延税金資産合計 82

（金融商品に関する注記）
１．金融商品に関する事項
(1）金融商品に関する取り組み方針

当社は、資金計画に基づき、必要な運転資金を銀行借入により調達しております。一時的
な余剰資金については預金により保有しており、デリバティブ取引は行わない方針でありま
す。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である未払金は、全て１年以内の支払期日であります。借入金の使途は運転資金

（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、支払金利の変動リスク及び流動性リス
クに晒されています。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、与信管理規程に従い、営業債権について、コーポレート部にて主要な取引先の

状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務
状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っています。
当期の貸借対照表日現在における最大信用リスク額は、信用リスクにさらされる金融資

産の貸借対照表価額により表わされています。

― 31 ―

2026年04月23日 12時40分 $FOLDER; 31ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



② 市場リスクの管理
借入金に係る支払金利の変動リスクについて、デリバティブ取引等によるヘッジ処理は

行っていませんが、金利交渉等を通じて金利削減に努めています。

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、コーポレート部が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性

を一定水準に維持すること等により、流動性リスクを管理しています。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採

用することにより、当該価額が変動することもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項
（単位：百万円）

区 分 貸借対照表計上額 時 価 差 額
（1）敷金 90 78 △12

資 産 計 90 78 △12
（注）1.「現金及び預金」、「売掛金及び契約資産」、「買掛金」、「未払金」、「短期借入金」、「未払法人税等」、「未

払消費税等」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額と近似するものであるこ
とから、記載を省略しております。

2.「敷金」の貸借対照表計上額と貸借対照表における「敷金」の金額との差額は、敷金の回収が最終的に
見込めないと認められる金額（貸借建物の原状回復費用見込額）の未償却残高であります。

（１）金銭債権の決算日後の償還予定額
１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 427 − − −
売掛金及び契約資産 1,957 − − −

合 計 2,384 − − −
なお、敷金90百万円については、償還予定額が見込めないため、上表に含めておりません。

（２）短期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
１年以内
（百万円）

１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

短期借入金 400 − − − −
合 計 400 − − − −
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下

の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形

成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格に
より算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット
以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプ

ットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を
分類しております。

（1）時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。

（2）時価を貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
売掛金については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を

省略しております。

区 分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合 計

敷金 − 78 − 78

資 産 計 − 78 − 78
（注）時価の算定に用いた技法及び時価の算定に係るインプットの説明
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敷金
敷金の時価の算定は、償還予定時期を見積り、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価

値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益の分解情報

当社は製造業ＤＸ事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の内訳は以下
のとおりです。

（単位：百万円）
ＡＩシステム ＤＸコンサルティング 合計

一時点で移転される財又はサービス 1,450 59 1,509

一定の期間にわたり移転される財又はサービス 1,636 131 1,768

顧客との契約から生じた収益 − − −

その他の収益 − − −

外部顧客への売上高 3,087 191 3,278

２．収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の

「４．重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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３．当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
顧客との契約から生じた契約資産及び契約負債の期首残高及び期末残高は、以下のとおりで

あります。
金額（百万円）

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 804

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 1,402

契約資産(期首残高) 34

契約資産(期末残高) 554

契約負債(期首残高) 32

契約負債(期末残高) 0

契約資産は、ＡＩシステムにおいて、顧客との契約について進捗度に基づき収益を認識した
未請求の履行義務に係る対価に対する当社の権利に関するものであります。契約資産は、対価
に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられま
す。当該契約に関する対価は、契約条件に従い、成果物の納品後又は顧客による成果物の検収
後に請求し、概ね１か月以内に受領しております。
契約負債は、ＡＩシステムにおいて、将来にわたって履行義務が充足される契約に係る収益

について、顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴
い取り崩されます。
また、当事業年度において、過去期間に充足した履行義務から認識した収益に重要性はあり

ません。

（関連当事者との取引に関する注記）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 203円42銭
１株当たり当期純利益 63円95銭

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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